
詳細はこちら 

報道機関配付資料 安城市 

件名 住宅耐震・耐風対策補助事業の拡充について  

令和６年３月２２日 

地震による住宅の倒壊や、強風による瓦屋根の落下被害を軽

減するため、下記のとおり住宅改修費補助金制度を令和６年４

月１日から開始します。 

地震や台風に対する安全性の向上を図り、安心して住み続け

られる災害に強いまちづくりにつなげます。 

記 

制度① 安城市瓦屋根改修費等補助金（新設） 

対 象 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅で令和３

年１２月３１日までにふいた瓦屋根の診断、基準に適

合しない瓦屋根改修工事（耐震性がある建物に限る） 

補助額 診断 診断に要する費用の３分の２ 

（上限２万１,０００円） 

改修 改修に要する費用の１００分の２３ 

（上限５５万２,０００円） 

制度② 安城市民間木造住宅耐震改修費補助金（段階型を追加） 

対 象 １段階目は次のいずれかに該当するもの 

・耐震診断の判定値が０．４以下のものを０．７以

上１．０未満にする改修工事

・各階の耐震診断の判定値が１．０未満の二階建て

住宅の一階の判定値を１．０以上にする改修工事

２段階目は次のとおり 

１段階目の補助を受けた住宅全体の判定値を１．０ 

以上にする改修工事 

補助額  各段階上限６０万円  

（２段階合計上限１２０万円）  

問い合わせ 安城市役所 建築課

電話（直通） ０５６６－７１－２２４１ 


